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1）当事者等
（１）訴えた側　訴えたのは、Ａの両親（以下、両名

をまとめて「Ｘら」という）である。

（２）訴えられた側　訴えられたのは、Ａの雇用主で

あり全国に900店舗を有する東証一部上場企業のY1

社、Y1社の代表取締役であるY2、専務取締役店舗

本部長兼第４支社長であるY3、常務取締役第１支社

長であるY4、および常務取締役管理本部長である

Y5である。

2）Ｘの請求の根拠
＜Y1社に対して＞

　Y1社は、Ａを過重な長時間労働に従事させ過労死

させたことから、安全配慮義務違反があり、損害賠

償義務がある。

＜Y2ら取締役に対して＞

　Y2らは、取締役として、長時間労働により社員の

健康障害が生じないよう措置すべき善管注意義務を

負うにもかかわらず懈怠したため、不法行為または

会社法429条１項に基づき損害賠償義務がある。

3）事実関係の概要 （裁判で認定された事実関係）
　Ａは、平成19年４月にY1社に入社し、大衆割烹店

で調理関係の業務に従事していた。

　Aが所属したB店では、勤務時間、休憩時間を定め

るワークスケジュールは、月80時間の時間外労働を

組み込んで作成されており、Aは時間外労働が100時

間を超える、あるいはそれに近い恒常的な長時間労

働となっていた。Y1社の給与体系では、月80時間分

の時間外労働手当が組み込まれており、時間外労働

が80時間に満たない場合は不足分が控除されてい

た。B店の36協定は、特別の事情がある場合には、

月100時間、回数６回、１年750時間を限度として延

長することができることとなっていた。

　Aは、入社４カ月後の８月11日、自宅で急性左心

機能不全により死亡した。

　１審は、前述のような事実関係を前提に、Ａが長

時間労働に従事していたことから、Aの死亡に業務

起因性を認めた上で、Y1社およびY2らの責任につ

いて以下のように判断した。

○Y1社の責任について

　Y1社では、給与に月80時間の時間外労働を前提と

して組み込み、36協定においては１カ月100時間、６

カ月を限度とする時間外労働を許容し、１カ月300時

間を超える長時間労働が常態化していたにもかかわ

らず、何ら対策をとっておらず、Y1社は、Aの生命、
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健康を損なうことがないよう配慮する義務を怠った

ことからY1社には不法行為責任が認められる。

○Y2らの責任について

　Y2らは、労働者の生命・健康を損なうことがない

ような体制を構築すべき義務を負っているにもかか

わらず、また、労働時間が過重にならないような体

制をとらず、不合理な体制の下で労働者が就労して

いることを十分に認識し得たから、Y2らには、悪意

または重過失による任務懈怠があり、会社法429条１

項の責任が認められる（ただし、不法行為責任につい

ては、直接Aの労働時間を管理する立場になかった

として否定した）。

　本判決も、１審判決を肯定した上で、以下のよう

に付加してY1社およびY2らの責任を認めた（本判決

は、Y2らの不法行為責任も認めた）。

○Y1社の責任について

　Y1社の安全配慮義務違反の内容としては、「給与

体系や36協定の状況のみを取り上げているものでは

なく」、Y1社において「現実に全社的かつ恒常的に存

在していた社員の長時間労働について、これを抑制

する措置がとられていなかったこと」が安全配慮義務

違反である。また、Y1社は、労災の認定基準である「脳

血管疾患及び虚血性心疾患等（負傷に起因するものを

除く）の認定基準について」（平成13年12月12日基発

第1063号、以下、認定基準という）を考慮に入れて社

員の長時間労働抑制措置を取ることが要請されてお

り、現実に社員が長時間労働を行っていることを認

識し、あるいは容易に認識可能であったにもかかわ

らず、適切な措置をとらないことによって災害が発

生すれば、安全配慮義務に違反したと評価されるこ

とは当然である。（１）

○Y2らの責任について

　「取締役は、会社に対する善管注意義務として、会

社が使用者としての安全配慮義務に反して、労働者

の生命、健康を損なう事態を招くことのないよう注

意する義務を負い、これを懈怠して労働者に損害を

与えた場合には会社法429条１項の責任を負う（２）。」

Y2らが、「現実に従業員の多数が長時間労働に従事し

ていることを認識していたかあるいは極めて容易に

認識し得たにもかかわらず」、Y1社に「これを放置さ

せ是正させるための措置を取らせていなかった」こと

が善管注意義務違反（３）であり、また、不法行為責任

についても同様であるとして、Y2らの不法行為責任

も認めた。

１. 労災の認定基準と長時間労働抑制措置

　認定基準は、脳・虚血性心疾患等の発症前１カ

月間におおむね100時間または２ないし６カ月間に

わたりおおむね80時間を超える場合は、業務と発

症との関連性が強いと評価できるとしている。本判

決は、認定基準は因果関係を判断するにあたり経

験則として重視できるとして、Aの疾患の発症原因

は不詳であるとしながらも、認定基準を根拠にAの

死亡に業務起因性を認めた。その上で、上記下線

（１）のように、認定基準を重視してY1社の安全配

慮義務違反を認定した。医学的には疾患の原因が

解明されていなくとも、認定基準に基づいてこの様

に判断される傾向にあることに企業としては注意す

べきであり、認定基準を超えた長時間労働が生じな

いような抑制措置を講ずる必要があろう。

2. 会社の安全配慮義務と取締役の賠償責任
　会社法は、株式会社における取締役の地位の重要

性に鑑み、取締役の職務懈怠によって当該会社が第

三者に損害を与えた場合には、当該取締役に第三者

に対する賠償責任を認めている（会社法429条１項）。

本判決は、この取締役の責任と会社の安全配慮義務

との関係について上記下線（２）のように述べ、上記

下線（３）のように、個々の社員の労働時間を直接把

握・管理する立場にない取締役らについても社員の

長時間労働に関し、その法的責任を認めた。今後は、

まずは社員の長時間労働抑制措置を十分に講じた上

で、いかに有効に労働力を活用するかが、取締役ら

経営陣にとっての重要な課題であろう。
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